プロジェクト参加および守秘誓約書
佐賀トヨペット株式会社　御中 
株式会社ORENDA WORLD　御中
株式会社ビープラスト　御中 

私は、「佐賀トヨペット学生支援プロジェクト『＃サガミラ部』 AI・DXコース」（以下「本プロジェクト」という）に参加するにあたり、以下の事項を遵守することを誓約いたします。

第1条 （目的および雇用関係の不存在）
1. 私は、本プロジェクトが社会人基礎力の育成および学習機会の提供を目的とするものであり、主催者（上記3社）との間に雇用関係、労働関係、および対価を伴う業務委託関係が存在しないことを確認いたします。また、これに伴い、労働基準法等の労働関連法令や、労働者災害補償保険（労災保険）が適用されないことをあらかじめ承諾いたします。

2. 私は、主催者と相互の立場を尊重し、本プロジェクトの目標達成および成功に向けて、誠意をもって協力し、自己の役割に責任を持って主体的に活動を推進することを誓約いたします。

第2条 （秘密情報の定義） 
　本誓約書において、「秘密情報」とは、本プロジェクトを遂行する上で知り得た全ての情報を指す。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
1. 開示を受けた時点で、すでに公知となっていた情報
2. 開示を受けた後、乙の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
3. 開示を受けた時点で、乙がすでに適法に保有していた情報
4. 乙が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
5. 乙が秘密情報によることなく独自に開発した情報（ただし、本プロジェクトの目的のために考案された公開前の企画内容やアイデア等はこれに含まれない）


第3条 （守秘義務およびSNS等への書き込み禁止）
1. 私は、秘密情報を厳重に管理し、開示者（上記3社）の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者（家族、友人、他大学の学生等を含む）に開示または漏洩いたしません。
2. 私は、本プロジェクトに関する秘密情報、セミナーの様子、資料の画像等を、個人のSNS、ブログ、動画共有サイト等に一切投稿、公開いたしません。
3. 前項の規定にかかわらず、主催者との事前の協議・承諾に基づき、本プロジェクトの実習または広報の一環として指定されたSNSアカウント等を運用・投稿する場合はこの限りではありません。ただし、その活動にあたっては、主催者からの助言やガイドラインに従い、主催者と適宜確認を行いながら、細心の注意を払うことを誓約いたします。

第4条 （目的外利用および複製の禁止）
1. 私は、秘密情報を本プロジェクトにおける実習および課題解決（業務改善案の提案等）の目的のみに使用し、開示者の事前の承諾なく他の目的（私的な学習や他組織での活動等）には一切流用いたしません。
2. 私は、開示者の事前の許可なく、セミナー資料、提供されたデータ等を、写真撮影、スクリーンショット、コピー等の手段を用いて複製いたしません。

第5条 （資料等の返還および消去） 
　私は、本プロジェクトが終了したとき、または開示者から要求があったときは、直ちに秘密情報が含まれる一切の書類、データ、記録媒体等（複製物を含む）を返還、または復元不可能な方法で完全に消去および破棄いたします。

第6条 （知的財産の帰属） 
　私は、本プロジェクトを通じて提供されたセミナー資料や教育プログラムに関する著作権等の知的財産権が、株式会社ORENDA WORLD（または正当な権利者）に帰属することを理解し、これを侵害する行為をいたしません。また、実習を通じて私が創出した業務改善案等の権利は、佐賀トヨペット株式会社に帰属することに同意いたします。

第7条 （就職活動等における実績公開の許諾） 
　前各条の規定にかかわらず、私は、本プロジェクトへの参加事実および一般的な活動概要のうち、開示者が公開している情報、又は第三者に対して公開することを明示的に認めた内容に限り、自身の就職活動等における課外活動の実績として、履歴書、ポートフォリオ等への記載、又は面接等での説明を行うことができるものとします。
　なお、前記に該当しない情報（公開情報に該当するか否か判断が困難なものを含みます）を就職活動等において利用・開示しようとする場合には、事前に開示者の書面による承諾を得るものとします。

第8条 （事故・傷害等の免責および保険加入）
1. 私は、本プロジェクトの活動期間中（準備、移動、実施を含む一切の活動）における自身の負傷や、第三者に対する損害賠償リスクに備えるため、主催者が指定する傷害保険および賠償責任保険に加入することに同意いたします。なお、当該保険の加入に要する費用は、本プロジェクトの学習支援費用（経費）から支出・精算されるものとします。
2. 私は、本プロジェクトの活動中に発生した事故、負傷、疾病、または第三者に与えた損害等について、前項の保険を適用して対応するものとし、主催者側に故意または重大な過失がある場合を除き、主催者に対して一切の損害賠償等を請求いたしません。

第9条 （退任・プロジェクト終了後の義務） 
　本誓約書に基づく守秘義務は、本プロジェクトの終了後または私が本プロジェクトを離脱した後においても、３年間存続するものとします。ただし、当該情報が公知（世間一般に知れ渡った状態）となった場合は、この限りではありません。

第10条 （違反時の措置） 
　私が本誓約書の規定に違反し、故意または重大な過失のある行為により秘密情報を漏洩または不正利用した場合、直ちに本プロジェクトへの参加取り消し等の措置を受けること、および開示者に多大な不利益を与えた場合は法的な責任を問われる可能性があることを承諾いたします。
以上、本誓約の内容を十分に理解し、これに違反しないことを誓約いたします。

年　　　月　　　日

（誓約者） 
住所　　　　　： 
学校・学部名　：
氏名（自署）　：　　　　　　　　　　　　　　印

